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1. システム利用者1. システム利用者

浜松市火葬予約システム構成図

①市民等（公開側）
市民がPCやタブレットやスマホで操作
・各斎場の予約の空状況のみ参照可能

②葬祭業者（公開側）
葬祭業者が会社のPCタブレットやスマホで操作
・空き状況の照会、新規予約入力、詳細入力、予約一覧の表示、予約票の印刷等

③斎場職員（管理側）
指定管理者が、浜松斎場、浜北斎場、雄踏斎場に配備したPCで操作
・空き状況照会、予約入力・修正、各帳票の印刷、斎場運用スケジュール設定

④火葬委託業者（管理側）
三ケ日斎場、天竜斎場、佐久間・水窪斎場の火葬委託業者が会社のPCやスマホで操作
・管理している斎場の予約状況の参照のみ。

⑤各区守衛室（公開側）
各区の守衛が、配備又は借用したタブレットで操作
・空き状況照会、予約の照会、予約の入力（予約枠の確保）

⑥各区民生活課（管理側）
各区民生活課（協働センター）に配備されているインターネットPCで操作
・空き状況照会、予約の管理、予約入力・修正、各帳票の印刷

⑦各斎場担当（管理側）
各斎場担当部署が各部署に配備されているインターネットPCで操作
・空き状況照会、予約の管理、予約入力・修正、各帳票の印刷、斎場運用スケジュール設定

⑧市民生活課（管理側）
市民生活課が配備されているインターネットPCで操作
・空き状況照会、予約の管理、予約入力・修正、各帳票の印刷、斎場運用スケジュール設定、
各マスタメンテナンス

・システムの重要設定項目の操作

※春野斎場の予約については電話予約継続

システムの役割
・斎場の空状況の管理
・斎場の予約の管理
・各種報告書の作成
・火葬台帳
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２. 火葬種別２. 火葬種別

●火葬種別と各担当業務一覧

火葬種別
葬祭業者

個人システム利用
登録済

システム利用
未登録

新
規
予
約
受
付

①12歳以上、12歳未満 葬祭業者 各区民生活課
各区守衛

各区民生活課
各区守衛

（指定管理斎場）

②死産児 ー ー
各区民生活課

各区守衛
（指定管理斎場）

③身体の一部（収骨有り） ー ー
各区民生活課
（各区守衛）
指定管理斎場

④土葬骨 ー ー 各区民生活課
（各区守衛）

⑤動物及び胎盤等及び身体の
一部（収骨無し） － － 指定管理斎場

三ヶ日協働センター

①12歳以上、12歳未満 ※市内無料・市外12歳未満28,000円・市外12歳以上42,000円
・葬祭業者（システム登録済）:葬祭業者がシステムで予約登録する。
・葬祭業者（システム未登録）:ID登録後にシステムで予約登録する。

連休中に火葬しなければならない等特別な理由がある場合は、各区民生活
課・守衛にて予約入力する場合もある。

・個人:各区民生活課・守衛がシステムで予約登録する。（指定管理斎場の職員でも登録可能）
・福祉葬:各社会福祉課職員が各区民生活課で予約を依頼する。

②死産児 ※市内無料・市外14,000円
・葬祭業者:葬祭業者が死産児を扱うことはほぼ無い。
・個人:各区民生活課・守衛がシステムで予約登録する。

③身体の一部（収骨あり） ※市内のみ（無料）
・葬祭業者:葬祭業者が扱うことは無い。
・個人:各区民生活課又は指定管理斎場がシステム予約登録をする。

守衛は基本的に受け付けない（予約登録することは可能）

④土葬骨 ※市内のみ（無料）
・葬祭業者:葬祭業者が土葬骨を扱うことはほぼ無い。
・・個人:各区民生活課がシステム予約登録をする。

守衛は基本的に受け付けない（予約登録することは可能）

⑤動物及び胎盤等及び身体の一部（収骨無し） ※1,250円～重さで加算
〇動物の火葬炉がある斎場のみ受付け可能（浜松斎場・浜北斎場・雄踏斎場・三ケ日斎場）
・葬祭業者:葬祭業者が扱うことは無い。
・個人又は病院:火葬する日に斎場へ持ち込む

浜松斎場・浜北斎場・雄踏斎場利用の場合は斎場職員がシステム受付登録
三ヶ日斎場の場合利用の場合は、三ヶ日協働センターで受付（システム受付登録する）
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新規予約（予約枠の確保）から、詳細入力（入力の確定）の流れ

３. 葬祭業者（ID登録済）の運用予約処理フロー３. 葬祭業者（ID登録済）の運用予約処理フロー

火葬予約システム

①火葬予約システム
にて新規予約申込

②予約データ受付
（予約枠の確保）

③新規予約
確認メール送信

葬祭業者

※火葬日の前日12時の時点で、
予約詳細入力が完了(確定)して
いない予約データに対して
詳細入力のお願いメールが送信
されます。

1. 火葬予約システムに接続し、空き状況画面から希望の枠をクリック
2. ID番号、パスワードでログイン
3. 新規予約に必要な情報を入力（全て必須入力項目）

④予約票の
ダウンロード

予約一覧より予約票をダウンロード
予約一覧画面

⑤火葬予約システム
にて詳細情報入力

⑦予約詳細情報
(確定)メール送信

⑥予約詳細情報
（詳細入力確定）

1. 火葬予約システムに接続し、ID番号、パスワードでログイン
2. 予約一覧より、詳細未入力の予約データを選択
3. 予約詳細表示画面から[詳細受付]ボタンを押下し、詳細情報を入力

注）入力途中で一時保存も可能です。
一時保存の場合、メール送信はありません。

件名：浜松市斎場 受付番号【???????】※予約確定のお願い

以下の予約の確定登録をお願いします。

◆受付番号：???????

全ての入力項目において、正しい情報が入力されているかご確認をお願いします。
未入力の項目があれば、早めの確定登録の操作をお願いします。
締切時間（YYYY年MM月DD日 hh時mm分）

浜松市火葬予約システム
ログイン https://hamamatsu-funeralhall.jp/hm_book01_toppage.html

予約票又は予約のメモ
と死亡届と申請者の印鑑を提出

（区民生活課等/守衛）
予約を取ったうえで
市役所での手続き

火葬許可証

区民生活課（守衛）

施設使用
許可書

火葬許可証

施設使用
許可書

※予約の確認

※ ⑤の詳細情報入力は市役所での手続き前でも入力が可能

予約票

×確定登録後は予約
データの修正や取消
ができません。
（参照は可能）
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（１）守衛職員にて新規予約を行う場合

４.守衛職員による運用処理フロー４.守衛職員による運用処理フロー

火葬予約システム

②守衛職員にて
火葬予約システム
に新規予約入力

③予約データ受付
（予約枠の確保）

守衛職員

1. 火葬予約システムに接続し、空き状況画面から希望の枠をクリック
2. 守衛職員のID番号、パスワードでログイン
3. 選択した火葬種別に必要な情報を入力

市職員
（区民生活課）

平日明けの場合

①時間外及び休日に守衛職員で受付ける火葬種別
・死産児の火葬の申請
・未登録業者からの12歳以上、12歳未満の火葬の申請
※休日中の火葬の場合のみ

（身体の一部（収骨有り）、土葬骨の火葬の申請）

※確認メールの
送信は無し。

④火葬許可証及び
斎場利用許可書
の交付
（手書き対応）

申請者

⑤該当区民生活課が前日夜間までの守衛職員
受付分の詳細 入力及び確定操作

（事後処理での入力可）

・確定操作
・未入力項目の入力

予約詳細の確定
※詳細受付メール
の送信は無し。

当該斎場休日の場合

⑥未確定（赤色表示）
のまま。

・火葬後、詳細項目等の入力

休日明けの場合

火葬許可申請書の欄外に受付番号を手書きで記載し、
受付番号が記載された斎場利用許可書を交付する。

○斎場職員
情報が不足している場合は予約した守衛に
連絡して確認し火葬を行う。

○指定管理斎場以外
火葬を行う。
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（２）予約済みで火葬許可申請の場合（登録済み葬祭業者からの火葬許可申請受付け）

４.守衛職員による運用処理フロー４.守衛職員による運用処理フロー

火葬予約システム守衛職員

1. 守衛職員のID番号、パスワードでログイン
2. 予約一覧より予約情報の確認

①時間外及び休日に守衛職員に火葬許可申請
（葬祭業者にて火葬予約済）

③火葬許可証及び
斎場利用許可書
の交付
（手書き対応）

葬祭業者

予約票
2100123

②葬祭業者から「予約票」又は「予約のメモ」を受け取り、
火葬予約システムにログインして予約の確認を実施。

・詳細入力
・予約確定操作

予約入力の確定
※詳細受付メール

予約一覧画面

火葬許可申請書の欄外に受付番号を手書きで記載し、
受付番号が記載された斎場利用許可書を交付する。

次ページ以降の用語の説明
〇詳細項目

葬祭業者の入力項目ではない下記の項目
（死亡者の本籍、死亡場所、申請者氏名（漢字））

〇火葬許可証情報
職員の入力画面の火葬許可証確認項目
（交付日、交付場所、受付区）

〇葬祭業者入力項目
葬祭業者が入力した項目
新規予約及び詳細入力の項目すべて
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（１） 市職員にて新規予約を行う場合 （すべての区民生活課）

５.市職員（斎場職員）運用処理フロー５.市職員（斎場職員）運用処理フロー

火葬予約システム

②市職員にて
火葬予約システム
に新規予約入力

③全ての項目を入力
（確定操作）

市職員

1. 市職員のID番号、パスワードでログイン。
2. メインメニューより、指定日の予約一覧画面を表示。
3. 希望の火葬時間を選択し、詳細入力画面で必要な情報を入力。

①窓口業務時間内に、市職員で受付ける火葬種別
・未登録業者からの12歳以上、12歳未満の火葬の申請
・死産児の火葬の申請
・身体の一部（収骨有り）の火葬の申請
・土葬骨の火葬の申請

※確認メールの
送信はありません。④火葬許可証等の交付

（従来の出力方法）
申請者

1.戸籍システムの斎場使用許可証発行画面、火葬の場所欄で斎場
を選択。自由入力欄に「斎場名␣システム受付番号」を入力。

2. 許可証の交付。
3. 死亡者が市外の場合は、火葬料金等の徴収。

（２） 市職員にて予約の確認、火葬許可証情報の入力を行う場合 （すべての区民生活課）

火葬予約システム市職員

①窓口業務時間内に、葬祭業者より火葬許可の申請
（申請する葬祭業者にて火葬予約済）

葬祭業者

予約票
2100123

②葬祭業者から予約票又は、予約のメモを受け取り
予約状況の確認をし、火葬許可証情報の入力を行う

・詳細内容の入力
・予約確定操作 詳細入力の確定

※詳細受付メール

予約一覧画面
1. 市職員のID番号、パスワードでログイン。
2. メインメニューより、指定日の予約一覧から予約検索で受付番号の確認。
3. 詳細入力画面にて、火葬許可証情報の入力。
4. 死亡者の住所区分が正しく入力されているか確認（違っていれば修正）

④火葬許可証等の交付
（従来の出力方法）

③予約状況の確認

③火葬許可証情報の
入力

予約詳細受付

※春野斎場予約の場合は春野協働センターへ電話連絡するよう案内する。

※春野斎場予約の場合は春野協働センターへ電話確認

1.戸籍システムの斎場使用許可証発行画面、火葬の場所欄で斎場
を選択。自由入力欄に「斎場名␣システム受付番号」を入力。

2. 許可証の交付。
3. 死亡者が市外の場合は、火葬料金等の徴収。
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（３）市職員にて守衛交付分の火葬許可証情報の入力
（火葬許可証交付区民生活課）

５.市職員（斎場職員）運用処理フロー５.市職員（斎場職員）運用処理フロー

火葬予約システム

②翌開庁日に
守衛から火葬許可申請書を受領

市職員

1. 市職員のID番号、パスワードでログイン。
2. メインメニューより、指定日の予約一覧画面を表示。
3. 守衛から受領した火葬許可申請書を確認し該当死亡者を検索。
4．詳細入力画面で火葬許可証情報を入力。
5. 死亡者の住所区分が正しく入力されているか確認（違っていれば修正）

①閉庁時に守衛が火葬許可証を交付

予約一覧画面

③火葬許可証情報
の入力

予約詳細受付

火葬予約システム市職員

②修正箇所が無い場合 詳細項目の入力を行う。
修正がある場合
★指定管理斎場の予約データ
火葬日から3日後に詳細項目の入力及び修正箇所の入力を行う。

★指定管理斎場以外の予約データ
火葬日の翌日に詳細項目の入力及び修正箇所の入力を行う。

①翌開庁日に守衛から受領した火葬許可申請書と
戸籍システムの内容を確認し、修正箇所を確認する。
システムの入力内容の修正箇所も確認する。

予約一覧画面

1. 市職員のID番号、パスワードでログイン。
2. メインメニューより、指定日の予約一覧から予約検索で受付番号の確認。
3. 詳細入力画面にて、詳細項目等の入力及び修正。

③詳細項目の入力
葬祭業者入力項目
の修正

予約詳細受付

（４） 市職員にて守衛交付分の詳細項目の入力及び葬祭業者入力項目の修正
（火葬許可証交付区民生活課）

火葬台帳としてデータが確定される

※春野斎場の火葬許可証の場合は入力不要

※春野斎場の火葬許可証の場合は春野協働センターへ修正内容を伝える。
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（５）斎場職員にて新規予約を行う場合
（浜松斎場職員、浜北斎場職員、雄踏斎場職員）

火葬予約システム

②斎場職員にて
火葬予約システム
に新規予約入力

斎場職員

1. 斎場職員のID番号、パスワードでログイン。
2. メインメニューより、指定日の予約一覧画面を表示。
3. 希望の火葬時間を選択し、詳細入力画面で必要な情報を入力。

①斎場業務時間内に、斎場職員で受付ける火葬種別
・未登録業者からの12歳以上、12歳未満の火葬の申請
・死産児の火葬の申請
・身体の一部（収骨有り）の火葬の申請

※確認メールの
送信はありません。

④申請者に受付番号をお知らせし、
予約時間に斎場に到着するよう
案内する。

４.市職員（斎場職員）運用処理フロー４.市職員（斎場職員）運用処理フロー

（６）胎盤・動物の受付入力
（浜松斎場職員、浜北斎場職員、雄踏斎場職員、三ヶ日斎場担当部署）

①業務時間内に、胎盤もしくは動物火葬の受付、計量

申請者 火葬予約システム斎場職員
（三ヶ日協働センター）

1. 斎場職員のID番号、パスワードでログイン。
2. 指定日の受付一覧より胎盤動物火葬の情報入力。
3. 火葬料金の徴収。

②受付情報の入力

胎盤
動物火葬
申込書

重量の
計量 胎盤・動物受付一覧画面

・受付内容詳細入力

③全ての項目を入力
（確定操作）
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５.市職員（斎場職員）運用処理フロー５.市職員（斎場職員）運用処理フロー

（８）斎場での日常業務
（浜松斎場職員、浜北斎場職員、雄踏斎場職員）

火葬予約システム各斎場職員

前日
（15:30以降） ★明日の予約内容の確認

①明日の予約に未確定があった場合
・守衛職員受付分（死産児）未確定でも準備をする
（休日の場合、未確定のままの状態となっている）
・葬祭業者受付分…葬祭業者に電話連絡し内容を確認する
※葬祭業者から連絡が来る場合もある
登録忘れの場合…詳細確定として登録操作
取消の場合………取消の操作

②未確定の確認が取れたら
・予約状況一覧表の出力
翌日の予約の準備を行う

予約一覧画面

火葬日当日
予約一覧画面
詳細入力画面

・火葬執行時間入力
・詳細項目の入力
・詳細入力の修正

・分骨証明書の出力

★当日の火葬業務
①火葬許可証の受付
・予約内容との照合
・斎場利用許可証に記載のシステム受付番号を確認
・式場利用時は、利用申請及び利用料の徴収

②火葬執行情報の入力
・火葬日時の入力

③火葬証明書（分骨証明）の発行
・火葬許可証に火葬証明の押印

④詳細項目の入力及び葬祭業者入力項目の修正
・火葬日から2日後までに、詳細項目の入力、葬祭業者
が入力した項目の修正

予約状況一覧表
（EXCEL）

火葬予約システム区民生活課（衝動センター）
斎場職員

（７）日常の業務
（すべての担当）

火葬台帳としてのデータが確定される

・職員によるシステム操作の問い合わせ
→市民生活課システム担当又はヘルプデスクへ問合せをする。
※斎場運営等の問い合わせは各斎場担当部署へ問い合わせる。

・火葬許可証の再発行依頼
→R3.2.28までの火葬は斎場利用許可証を確認する。
→R3.3.1以降の火葬はシステムで内容を確認する。

１．葬祭業者からの問い合わせについて
２．未登録業者からのID登録の問い合わせがあった場合
３．火葬許可証情報の取消しをしたい
４．システムのメッセージ表示画面へ表示をしたい
５．管理側での葬祭業者の新規入力項目、詳細入力項目、詳細項目

について
６．職員（斎場職員）による新規予約入力の詳細について
７．守衛交付の火葬許可証についての入力タイミングについて
８．火葬許可証への受付番号記載（戸籍システム）について
９．詳細項目の入力、葬祭業者入力項目の修正の詳細について
10．状態及び取消操作について
※１から10は別紙参照
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（９）火葬の日常業務
（三ヶ日斎場、天竜斎場、佐久間・水窪斎場担当部署）

４.市職員（斎場職員）運用処理フロー４.市職員（斎場職員）運用処理フロー

春野斎場担当部署
（天竜区守衛） 火葬委託業者

（１０）火葬の日常業務
（春野斎場担当部署）

火葬予約システム火葬委託業者

予約一覧画面

③予約情報の確認

予約詳細受付

前日
（15:30以降） ★火葬日前日の作業

①明日の予約の確認
火葬委託業者のID番号、パスワードでログイン
メインメニューより、指定日の予約一覧を確認
※未確定があっても確定済みとして扱う
予約状況により火葬職員が各斎場へ出勤

火葬日当日
★当日の火葬業務
①火葬許可証の受領
・予約内容との照合
・斎場利用許可証に記載されているシステム
受付番号を確認

②火葬執行情報の記載
・斎場利用許可書へ火葬日時を記載

③火葬証明書（分骨証明）の発行
・火葬許可証に火葬証明の押印
・分骨証明が必要な場合は斎場担当部署
にて発行する。

前日
（15:30以降）

★火葬日前日の作業
①明日の予約の確認
火葬予約簿（電話予約）を確認し、火葬委託業者
へ連絡する。
予約状況により火葬職員が春野斎場へ出勤

火葬日当日 ★当日の火葬業務
①火葬許可証の受領
・予約内容との照合（紙の予約簿にて）

②火葬執行情報の記載
・斎場利用許可書へ火葬日時を記載

③火葬証明書（分骨証明）の発行
・火葬許可証に火葬証明の押印
・分骨証明が必要な場合は斎場担当部署
にて発行する。
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（１１）火葬執行日時の入力、詳細項目の入力、葬祭業者入力項目の修正
（三ヶ日斎場、天竜斎場、佐久間・水窪斎場担当部署）

①火葬利用許可証
（火葬執行日時記載済み）

を担当区へ提出

火葬予約システム各斎場担当部署

②受領した下記の斎場利用許可
書を確認しながら入力

斎場利用
許可証

火葬執行日時
年月日 時分

５.市職員（斎場職員）運用処理フロー５.市職員（斎場職員）運用処理フロー

火葬委託業者

1. 市職員のID番号、パスワードでログイン。
2. メインメニューより、指定日の予約一覧か

予約検索で受付番号の確認。
3. 詳細入力画面にて操作 予約一覧画面

詳細入力画面
・火葬執行時間入力
・詳細項目の入力

・葬祭業者入力項目の
修正

①火葬利用許可証
（火葬執行日時記載済み）

を担当区へ提出

火葬予約システム春野斎場担当部署

②受領した斎場利用許可書を
もとに入力

斎場利用
許可証

火葬執行日時
年月日 時分

火葬委託業者

1. 市職員のID番号、パスワードでログイン。
2. メインメニューより、指定日の予約一覧より詳細入

力画面へ。
3. 詳細入力画面にて新規入力操作

予約一覧画面
詳細入力画面

・予約情報の入力
・火葬執行時間入力

（１２）予約情報の入力、火葬執行日時の入力
（春野斎場担当部署）

火葬台帳としてデータが確定される

火葬台帳としてデータが確定される

・自区と自区の守衛が発行した斎場利用許可書
・他区（守衛以外）が発行した斎場利用許可書

※他区の守衛が発行した斎場利用許可書分については
他区の区民生活課が入力しているため入力不要

受領した斎場利用許可書すべて詳細入力画面に
て新規で必要事項を入力する。その際火葬許可証
情報及び火葬執行日時の入力も行う。
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（１３）各種報告（帳票の出力）
（すべての斎場担当部署）

火葬予約システム各斎場担当部署

・火葬状況報告（死体）「月次」
・火葬状況報告（死胎）「月次」
・指定管理者報告書 「月次・年次」
・火葬実績内訳表 「月次・年次」
・動物火葬実績内訳表 「月次・年次」
・胎盤・身体の一部火葬受付実績内訳表

「月次・年次」
・式場利用実績内訳表 「月次・年次」

随時
必要な場合

５.市職員（斎場職員）運用処理フロー５.市職員（斎場職員）運用処理フロー

月次（年次）

・人体火葬利用明細
・胎盤等動物火葬利用明細
・予約状況一覧表
・分骨証明書（分骨希望があった場合）
・葬祭業者別利用履歴表

各帳票
（PDFまたは
EXCEL）

（１４）各種報告（帳票の出力）
（浜松斎場職員、浜北斎場職員、雄踏斎場職員）

火葬予約システム各斎場職員

日次

・火葬状況報告（死体）「月次」
・火葬状況報告（死胎）「月次」
・指定管理者報告書 「月次・年次」

随時
必要な場合

・人体火葬利用明細
・胎盤等動物火葬利用明細

月次（年次）

・予約状況一覧表
・分骨証明書（分骨希望があった場合）

各帳票
（PDFまたは
EXCEL）


